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 承継手続き手順マニュアル 

本マニュアルは、医療機関コードが変更になる場合、必要なお手続きの手順

が記載されております。 

※手続きを行わないと、オンライン資格確認が使用できなくなってしまうため、

必ず行ってください。 

 

【11/21 追記 手順が変更になったようです 】 

 

下記２つのお手続きが必要です。 

① ポータルサイトから承継手続きを行う 

（※必ず本マニュアル６ページの、「承継先医療機関コードでの閲覧を希望

します」を選択してください） 

② ポータルサイトから２通目のメール（マスタアカウント情報発行のお知らせ）

が届き次第、新しい電子証明書を発行を行う 
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1：医療機関等向けポータルサイトにログイン 

1-1 

医療機関等向け総合ポータルサイトにアクセス （新サイト：2024/3/25にリニューアル済み） 

【https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm】 

登録したメールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。 

新サイトへ初めてログインする際には、パスワードの再設定が必要となります。 

（いままで使用していたパスワードが基準に合えばそのまま使用することもできるが、パスワー

ド基準が変わったため、再設定は必ず必要） 

 

 

 

 

 

初めてログインされる方は、こちらの

初回ログインからパスワードの再設

定をお願いします。 

再設定した総合ポータルサイトの 

ログイン ID（メールアドレス）と 

パスワードを入力 

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm】
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2：承継手続き 

2-1 

「医療機関等を新設・廃止・コード変更される方はこちら」をクリックします。 

    

 

 

 

2-2 

「コードを変更される方はこちら」をクリックします。 
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２-4 

医療機関等コードを変更される方（承継申請） の概要が表示されます。 

内容をご一読いただき、サイト下部から利用申請手続きを進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オン資】利用開始・変更申請 

ページが表示されますので、下に 

スクロールします。 
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２-5 

保険医療機関等承継届出フォームが表示されますので、必須項目を全て入力してください。 

 

 

 

「同意」にチェックを入れる 

「歯科」を選択 

新しい医療機関コード・ 

医療機関名称・開設者名を入力 

（変わらない項目は現在と同じものを入力） 

医療機関の開設年月日を選択 

都道府県を選択 
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新しい郵便番号・所在地・所在地カナ 

電話番号・担当者を入力 

（変わらない項目は現在と同じものを入力） 

 

 

承継理由を選択 

 

※※※必ず「はい」を選択 

※いいえをクリックすると、承継手続き後、 

これまでレセコンに取り込んだの患者様の資格 

情報が削除されてしまいます。 
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2-6 

画面右上の「送信」ボタンをクリックして、画面の指示に沿って承継手続きを完了させてくださ

い。 

 

 

 

 

３：ポータルサイトから２通メールが届く 

１通目：承継手続き完了のメール 

２通目：マスタアカウント情報発行完了のメール（１通目のメールから約２週間後） 

 

２通目のメールが届き次第、ポータルサイトから新しい電子証明書の発行を行ってください。 

 

4：新しい電子証明書の発行申請  

4-1 

ポータルサイトにログイン後、 

トップページの「オンライン資格確認 オンライン請求」をクリックします。 

オンライン資格確認システムのメニューから、「オンライン資格確認・オンライン請求」を選択しま

す。 
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4-2 

メニュー内の「オンライン資格確認・オンライン請求の各種申請について」をクリックして、 

｢オンライン資格確認の申請はこちら｣を選択し、次に進みます。 

  

 

4-3 

｢電子証明書発行申請｣を選択し、次に進みます。 
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4-4 

電子証明書の解説ページが表示されます。 

内容をご一読いただき、サイト下部から電子証明書の発行申請を進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

電子証明書の発行料（1,500円）に同意して、次に進みます。 

 

【電子証明書】解説ページが表示

されますので、下にスクロールしま

す。 
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4-6 

証明書発行申請情報の入力を行います。 

分類/都道府県コード/点数表/医療機関コード/医療機関名称/電話番号/メールアドレスは自

動で入るので間違いないか確認 

① 担当部署/担当者名を入力する 

② 端末名称等に｢オンライン資格確認パソコン｣と入力する 

すべてを入力後、｢次へ｣をクリックする 

 

 

4-7 

電子証明書の発行の画面が出るので｢ OK ｣をクリックする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

①  

①  担当者様のお名前の入力 

（こちらに入力いただいたお名前が、郵便物の宛名になります） 

② 「オンライン資格確認パソコン」と入力 
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4-8 

入力内容を確認し、｢ 申請 ｣ する 

 

4-9 

発行申請成功の画面が出たら申請終了になるのでブラウザを閉じ、終了です 

申請後、入力したメールに申請完了のメールが届きます。 

 

 

 

約１週間後に、社会保険支払基金から書留で「電子証明書発行通知書」が届きます。 

書類紛失の場合は、再発行が必要です。 

↓電子証明書発行通知書中身のサンプルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請が終了したらブラウザを

閉じる 
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電子証明書が到着したら、こちら または、下記QRコードを読み取り、 

 
「電子証明書到着の連絡」をお願いいたします。 

https://ssl.opt-net.jp/onshi/contact-inst.html

